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｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）       ⑪ページ 
 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
④ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 

        ⑥平成 28 年度保健センター精神保健事業のご案内             
  
○心の相談室 

 心の悩みを抱えている方、ひきこもりで悩んでいる方や家族の方の相談をお受けします。相談

内容については、秘密を厳守しますのでお気軽に相談してください。あらかじめ、電話等により

予約をお願いします。 

相談日 時間 会場・申 

8 月 18 日（木）、11 月 24 日（木） 

平成 29年 2月 9日（木） 
午後 2時～4時 

友部保健センター 

（笠間市美原 3-2-11） 

℡ 0296-77-9145 

10 月 18 日（火） 

平成 29年 1月 25 日（水） 

午後 1時 30分～ 

3 時 30 分 

笠間保健センター 

（笠間市笠間 230） 

℡ 0296-72-7711 

9 月 1 日（木）、12月 1日（木） 

平成 29年 3月 2日（木） 

午後 1時 30分～

3時 30 分 

岩間保健センター 

（笠間市下郷 5139-1） 

℡ 0299-45-7888 

○心のデイサービス 

 心の病を持つ方を対象にグループ活動を実施しています。参加にあたっては、医師の意見書が

必要になります。申込み等、詳細については、会場となる保健センターへお問い合わせください。 

名称 実施日 時間 場所・問 

友（TOMO） 水曜日（月 2回） 午前 10 時～午後 2時 友部保健センター ℡ 0296-77-9145 

ひだまり 木曜日（月 1回） 午前 10 時～正午 笠間保健センター ℡ 0296-72-7711 

内容 創作活動（絵画・手工芸）、スポーツ、個別相談  

スタッフ 保健師、作業療法士、看護師    

対象 回復状態にある精神障害者で就労に自信のない方や家にひきこもりがちな方 

          ⑦笠間市空家等対策協議会を開催します               
  
笠間市空家等対策協議会設置条例第 6条に基づき、笠間市空家等対策協議会を開催します。 

日時 7 月 28 日（木）午前 10 時～ 

会場 笠間市役所本所 議会／行政棟 2階 庁議室 

内容 ①会長及び副会長の選任について 

   ②笠間市空家等対策協議会の位置付けについて 

   ③空家等対策の推進に関する特別措置法の概要について 

   ④笠間市の空家に関する現状と今までの取り組みについて 

   ⑤笠間市空家等対策計画について 

一般傍聴について 

定員 5 名（先着順） 

受付 7 月 28 日（木）午前 9時 30 分～9時 50 分 

   ※受付終了時刻までに定員に達した時は、その時点で受付を終了します。 

   ※会場に傍聴者の遵守事項を掲示しますので、傍聴者はこれを守り、会議の円滑な進行・ 

運営にご協力ください。 

問 都市計画課 空家政策推進室（内線 587） 

      笠間市いこいの家「はなさか」の指定管理者を募集します              
  
現在の指定管理者の指定期間が平成 29 年 3 月 31 日をもって満了となるため、平成 29年 4月 

1 日からの指定管理者を募集します。 

対象施設 笠間市いこいの家「はなさか」 

目的 民間のサービス提供能力を活用して、市民に質の高いサービスを提供するとともに、維持 

管理に要する経費の節減および福祉の増進を図ることを目的とします。 

指定管理者に委託する期間 平成 29年 4月 1日から平成 34年 3月 31 日までの 5年間 

応募者の資格要件 法人その他の団体であること（個人は申し込めません）。 

※詳しくは、募集要項をご確認ください。 

募集期限 8 月 10 日（水） 

※応募に必要な書類については、笠間市役所社会福祉課窓口に備え付けのほか、市ホームページ 

からもダウンロードできます。 

申・問 社会福祉課（内線 157） 

            環境寺子屋の参加者を募集します                           
 
夏休みの自由研究や工作などは、テーマを決めるのも一苦労ですが、「エコ」や「環境」をテー

マにしてみると簡単に取り組めます。今回は、夏にふさわしい保冷剤づくりを開催します。 

日時 8 月 3日（水）午後 2時～3時 30 分 

会場 友部公民館 2 階大会議室（笠間市中央 3-3-6） 

内容 ①クイズを交えた楽しい地球温暖化講座 

   ②工作教室（自分でつくる保冷剤） 

講師 茨城県地球温暖化防止活動推進員 岸
きし

 倫男
の り お

さん 

対象 小学 3～6年生 

定員 30 名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 7 月 27 日（水） 

申・問 環境保全課（内線 125） 

   天神の里「釣り大会」（小魚およびザリガニ）の参加者を募集します      
  
ビオトープ天神の里「天神池」で、釣竿を手作りし、釣れた魚を観察しましょう。 

日時 8 月 6日（土）午前９時（集合）～正午 ※荒天中止 

場所 ビオトープ天神の里（北山公園付近） 

対象 小学 6年生以下（小学 3年生以下は保護者同伴） 

定員 30 名（応募者多数の場合は抽選） 

持ち物 バケツなどの入れもの、飲み物 

※履物は長靴をおすすめします。 

※釣り道具やえさは用意します。 

    ※釣り上げた魚の持ち帰りはできません。 

参加費 200 円（材料費） 

申込方法 電話でお申し込みください。※詳細は後日、申込者に通知します。 

申込期限 7 月 29 日（金） 

申・問 環境保全課（内線 125） 


